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こ
の
取
極
は
、
国
際
連
合
工
業
開
発
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
）
と
の
間
で
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に

終
了
す
る
、
開
発
途
上
国
へ
の
投
資
の
促
進
を
図
る
た
め
の
同
機
関
の
工
業
投
資
促
進
事
務
所
の
事
業
に
つ
い
て
、

引
き
続
き
平
成
三
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
事
業
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
る
た
め
、

同
機
関
の
工
業
開
発
基
金
に
対
し
て
目
的
指
定
拠
出
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


